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対アイヌ民族政策における「同化」のレトリック

東村岳史＊

Rhetoric of‘Assimilation' in the Japanese Policy Toward the Ainu 

HI GAS五IMURATakeshi * 

Abstract 

This paper attempts to analyze the concept of ‘assimilation’which has been us巴dto 

characteriz巴theJapanese policy toward the Ainu. 

'Assimilation’can mean both rhetorical and conceptual transformation, and the 

contradictions which arise from the ambiguity of the word itself give grounds for 

the ‘assimilated’to protest that they have not been ‘assimilated’yet. In the case of 

the Ainu too, they have good reason to claim that they have survived and adapted 

to the Japanese culture as !Ong as they maintain a sense of identity as Ainu people. 

しはじめに

一一一「開イヒ」とはいったいいかなる概

念なのであろうか

明治以降の対アイヌ民族政策は一殻に「間

化政策」であると観話される。「優勝劣敗」の

思想、をベースに「劣っている」アイヌを「改

変」させるよう強要し，そしてある程度まで

「改変」が進めば，後は「民族問題」として

ではなく〈「民族としてはもはや存在しない」〉

「社会経済問題」一般として扱うことができ
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るという論理である，ととりあえず大枠でま

とめておこう。 1930年代の行政担当者自身の

言葉を借りれば，「建国以来執り来った同化の

国策が有終の局を告げ一国家一民族の理想境

に到達すべき前提」（喜多 1937a : 40）という

ことである。そのようなレトリックが定着し

支配的であったのが 1930年代後半から 1960

年代後半にかけてのアイヌ民族／和人（日本

人）11関係の特徴であった。

それでもなお，大方の和人〈臼本人〉の予

想、に反して「開化を拒否する」と主張するア
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イヌがその後現れることになる。ここにい

たって「伺イL とは何かという論点が立ち現

れる。「開化を拒否する」という以上，「同化

は完了してしまった」ということを論証でき

なし、かぎり，論理的には和人（臼本人〉は「ア

イヌ」を名乗る人々を論争相手として認知せ

ざるをえないからだ。「開イヒ」とはし、かなる状

態・過程なのか，それは誰がどのような認知

基準によって判定可能／不可能なのかという

解釈の政治学が一大争点となる。

争点となって初めて，実は「問イねという

概念がたいへんあいまいなまま使われていた

ということが気付かれ，そこを問題とする論

者も現れ始めた。たとえば小J11正人氏は，こ

れまでの対アイヌ民族政策を「同化政策」と

規定することによって，状況を説明する概念

として「向化」を使用してしまっている一一一つ

まり「向化J がブラックボックスになってい

る一一一既往の研究を批判し，「開化政策」の内

実こそが解明されるべきであると主張した。

その分析過程では，「北海道開拓」政策を鐙先

した結果，アイヌ民族の生活困窮化に伴う「ア

イヌ問題」が必然的に政策課題として浮かび

上がってきたこと，また「安上がり」の政策

をめざした結果，アイヌを「同イ七」させるに

は手厚い施策を行なったとはし、えず，アイヌ

「教化」に使命感を抱いた教育者などの活動

に頼らざるをえなかった点なども明らかにさ

れた（小Jll1997）。

しかしながら，本稿ではそのような実証的

なアプローチは取らない。筆者の設定する視

点は，政策統治上必要とされた「同化」ある

いはそれに類し関連する種々の言葉一一つま

りアイヌをいかなる状態・方向に導こうとす

るのかを指し示すもの の系譜と，それら

の言葉が意味する内容や論理のゆらぎ〈ある
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いはあいまいさ〉からくる矛盾を提示するこ

とによって，そもそも「同化の完了」の証明

は対アイヌ民族政策上の言説では不可能では

なし、かということを問題提起することであ

る。

筆者の見通しを先取りしていえば次のよう

になる。上述のように，国政・道政レベルで

の優先課題は「北海道開拓J をし、かに効率よ

く支揮なく進めるかにあり，「アイヌ問題」の

プライオリティは低い。上のレベルの為政者

と日常アイヌと接する実務担当者では対アイ

ヌ認識も異なり，そのギャップは常に存在す

る。隈られた予算・人的資源の枠内で，どの

程度までケア（「保護」〉すれば優先課題遂行

上支障なく，また社会問題視する「人道主義

者Jの批判をかわせ2），費用便益効果が上げら

れるか〔最小費用で最大成果〕という点が為

政者のレベルによる組臨Lを埋め，政策として

の統一性を作り上げようとする枠組みであっ

たと筆者は推定する。しかしその髄歯苦は実際

には埋まつていなかつたので

まう，というのが筆者の論点である。

以下の節は「向化政策」言説の分析と批判

に当てられるが，その直接のヒントは，小熊

英ニ『単一民族神話の起源』（小熊 1995〕に対

する鵜餌哲氏の書評（鵜銅 1995）である。鵜

餌氏は小熊著に関連して「同化」（assimila-

ti on）概念を掘り下げて分析することを問題

提起しているが，この言葉には「食物の摂取

（阻噛，職下，吸収，排世，；湯合によっては

吐潟をも含む〉過程と分かちがたく結びつい

た生理学的で、暴力的な『）京義』」があり，「そ

の背後には民族主ど一つの生物ニ有機体になぞ

らえる思想、が潜んでいる」と彼はいう。さら

に「『同化』はまさしく『レトリック』と『概

念』の間でつねに動揺を止めない言葉の一つ



でありふ「民族問題において F関1r.~ とは，

~l恥とは， F有機体」とは何を意味するかを

めぐる解釈の差異として，別の地王子から読み

誼す」可能性を示唆している。この発言をも

とに，対アイヌ民族政策上用いられた「陪化」

やそれに関連する言葉の「レトリッグ」と「識

念」の間の「動揺」を時代を追って記述し，

その「動揺」から生じる論理矛盾を明らかに

してみたい3）。

2.対アイヌ民族「開化政策」言説の変遷

(1) 「教イヒ」「救済」「開イヒ」「保護」「保存J「減

亡」「融合」

まず，明治以降の「同化政策J 言説の系譜

を小J11 ・高木需氏の諸論考（小Jll1997，高木

1993・1994）合参考に本稿の議論に必要な範

簡で素描することにしたい。

1871年開拓使はアイヌに対して，死者の家

を焼いて転住する習慣や耳環・入翠を禁じて

や「文字」の学習を奨励する布達を

発し，続いて 1876年には「従来ノ風習ヲ洗除

シ教化ヲ輿シ漸次人タルノ道ニ入シメン」（河

野編 1981: 49）との方針を示す。これをもっ

て近代の「間化政策」のI関矢とする見解が強

かったが，実効性に乏しかった上，「教イヒJの

行先は不明で、ある。何よりもここからうかが

えるのは，開拓使がアイヌをまっとうな人間

扱いしていなかったことであり，「人タルノ道

ニ入Jった後のアイヌが民族として存在する

か否かの答えは持ち合わせていなかったので

はなかろうか。

もちろん「教イヒJ 自体はアイヌに対し暴力

的に生活の「改変」を迫るものであったこと

はいうまでもない。そしてもう一点アイヌ社

会に大きな影響を及ぼしたものは，生業に加
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えられた制限と「開拓」の進展にともなう

活環境破壊であった。困窮状態に陥ったアイ

ヌに対し，政吊：（三j果一局時代の北海道〉は

「勧農」を中心とした「救済J に乗り出す。

しかし政策課題の大目標が「開拓J の遂行に

あった以上，アイヌに対する関心はなおざり

なものにならざるをえず，彼らの窮状は「滅

びゆく」ものとして新聞等でも取り上げられ

ることになるのである。それが 1890年代に

「日本間民J の「義侠心」としてアイヌ「保

が議論される前提となる。

北海道旧土人保護法制定 (1899年〉前後の

代表的な議論をふりかえってみると，北海道

教育界の中心人物岩谷英太部は 1894年当時，

「一地方を揺して彼等を集め。以て旧俗を保

し。町村を造らしめんJ とし、う発想、や「撲

を批判，「和人との婚姻を奨励して雑

種を造り。漸次吾人に同化せしむ」という「変

種主義」を「あいぬと和人との陪に生れたる

子孫は漸く虚弱に飽きて。遂に絶種するに至

るJ という意見を！聞いたことなどにより不可

とし，「彼らの心性を陶治し能力を開発し。適

当なる時日を期して漸次我自民に開化せしめ

ん」と主張する（岩谷 1894(1983) . 6-8）。こ

こで確認しておきたいのは，「教化」「保護J

主義が主流であったとはいえ，人種的な「伺

イヒ」とし、う発想も当時からありえたという点

である。そしてこのような「教化J I保護Jの

対象は「明に誰が見ても分るものだけは『ア

イヌ』の！日土人の方で、取扱ふ」（北樺道ウタリ

協会 1989・99)4lという，説覚的な識別方法

によるものだったことに留意しておきたい。

また，「保護」ではなく「一地方を闘して彼等

を集め」「保存Jするという意見も存在したの

である。

「向化」が行政側における既定方針になる



対アイヌ民族政策における「同化」のレトリック

のは，高木論文によれば， 1910年代のことの

ようである（高木 1994. 176）。帝国議会にお

いては 1911年に政府委員が「土人に教育を与

へ漸次普通の日本人の如くならしむる」（北海

道ウタリ協会 1989: 256）方針を確認し，そし

て 14年には「日本人と同化しまして同じく王

イtにj閏はしたし、J （間： 268）と「問イt」とし、

う語が使用される。もっともこの時質問者は

可ヒ甑道土人なるものを永遠に保護して，保

存して行かうと云う御考」（同〉かどうか確認

しているのであり，同じような発想は 1919年

の「人類学考古学の上から見ましても，捨て

置き難き種族J であるから「土人を徹底的に

保護し，永久に彼等を保存するJ 必要がある

と説く小西和の議論（間： 276-7）にも引き継

がれてし、く 5）。いずれにせよ，ここにいたって

「同イ七」は段階を追って実行されるものとさ

れ，その「成果」を確認することが行政側の

目標となる。たとえば1911年の『北海道！日土

人』（北海道 1911(1980））においては一つも

記されていなかった「同イしの文字が， 18年

の Wj日土人に関する調査』では，守口語」・「文

字」・「宗教」を基準として「向化の程度J が

榔定されるのである（北海道庁内務部 1918

(1972））。

小川氏によれば，「『同イ匂論の新たな位相J

として「混血」による「融和」「同化」の完了

を目する議論が現われるのは「保護法」の第

一次改正(1937年〉前からである（小Jll1997 : 

356ーのへ筆者が確認できたところでは，行政

自身の「混血」論は 1929年にまでさかのぼる

ことができる九「可成早く混血して府県の様

に人種的差別が判明ぜぬやうになることを期

せばならぬ。……或る学者は人類学の標本と

し純粋のアイヌを保存したし、との希望を有す

るそうであるが，国家組織の上から見ても人

4 

道上から見ても主主敷からぬことであらう」（北

海道庁 1929(1980）：緒言〉。また，行政側が

明治以降の対アイヌ民族政策を顧みて，開拓

使の当初から「同化に努む」ものであったと

競定した（北海道庁 1934(1981) : 91）のもこ

の時期であった。

ただし，その一方で「滅びゆく」民族とい

う形容詞は新聞雑誌等でも流布され，相当な

影響力を及ぼしていた。第 56回帝国議会

〔1929年〉には「北海道旧土人保護に関する

建議案」なるものが提出され，その目的は「北

海道旧土人保護を徹底的に施行せられむこと

を望む」とし，その理由として「種族の絶誠

を思はしむるは甚だ遺幡とする所なり」と述

べられている〈北混道ウタリ協会 1989:

302…3）。「誠亡」危t異論者の「危慎」は簡単に

は解消されなかったのである。そのため，北

海道庁学務部社会課の喜多章明（江〔紅〉洋〕

のような実務担当者は，「本道土人は歳と共に

同化しつ Lある。同化とは，即ち風習，面貌

の変化であって，世人の所謂滅亡ではない。

杏大和民族中に大同融合しつ Lある発展途上

の種族であると言ひ得るJ〈喜多 1933: 28）と

いった類の弁明言どしばしば行ない，「向化Jは

「滅亡J ではなくて「融合」であると言い換

えたのである。また彼は続いて「彼我（アイ

ヌと和人（日本人〉：筆者注〉共に「あいぬ」

なる潜入心を一概する」ょう一一アイヌは「ア

イヌJ ということで卑屈にならぬよう，和人

（日本人〉は「アイヌ」と侮蔑的に言わない

こと一一ーを呼び掛ける（同： 29）。そして「大

向融合J の正当性は「古来アイヌ民族は日本

民族と婚姻し， 日本人に同化することを好ん

で、来た」（喜多 1937b : 45〕という，過去の「事

実」に求められるのである。

この「融合J論が現われた 30年代，学校教



による「教化」は一定の「成果」を挙げ，

もはや部学制度は必要ないという論理付け

で，北海道｜臼土人保護法は大幅改正され，「IB

土入学校」は廃止，「保護法J第 l条による給

与地の譲渡制限などが「緩和」されるように

なる。「北海道！日土人保護法改正に関する北海

道庁資料Jでは，改正の理由のひとつとして

「同族ハ一定区砲ノ地ニ隔離的楽園生活ヲ

ムコトトナリ之ガ為朝夕一般和人ト接触スル

機会少キガ放ニ自然問イヒヲ運ラシメ……和人

ガ土人部落内ニ混入シ共同生活ヲ営ムニ至ル

ベク，其ノ結果関接ノ効果トシテ自然的ニ同

族ノ向上ト経済的自覚トヲ促ス結果ヲ招来ス

ベシ」（間野編 1981: 290…1）といっている。

ここで「混入」も「開イヒ」の促進条件のーっ

として組み込まれていることを確認しておこ

う。

とはいえこの時点においても，「人類学的の

見地から致しましても，私共は種族は種族と

して保存を4きねばならぬJ というような意見

が一度ならず顔を出す（北海道ウタリ協会

1989 : 439, 501）のであり，「同化向上」「融

合」の方向性はこのような意見を説きふせた

後に了承されたのである。そこで「学向上の

必要性J は博物館の設置構想へと向かうのだ

が，「その建物の有する限り，そこにコタンの

ある事を永久に証明した様なもので，其の地

の土人の融和は永遠に望めないだらう」から，

守山る博物館は大規模に，アイヌ部落と無

関係なる例へば札幌の地に建設Jすることが

提唱されたりする（高倉 1936: 26）。

戦後になると，「同イしについての方法論が

政策レベルで議論されることはなくなり，そ

れは既成事実として社会的にも広く行き渡る

通念となるJアイヌは急速に臼本民族の中に

「υ 

開化吸収せられ，員族としてのアイヌはすで

に消誠し去ったJ が「僅かに古老の記憶の中

にのみ存在するに過ぎなしリアイヌ文化の資

料を「永久に地上から消え去ってしまふ」前

に蒐集するために研究者が戸を挙げる（岡村

ほか 1951(1980））としづ展開になる。

(2) 「開化政策」言説の特徴

以上のような対アイヌ政策に関わる言説の

特徴として以下の 4点を指摘しておきたい。

1点目は，「教イヒ」「救済J r開化」「保護」

が目標とするものの内容の変化である。「教

化J はアイヌを「人タノレノ道ニ入」らしめよ

うと意図したものであったのが，やがてその

行方が「国民」「日本人」として定められる。

さらに当初は忠想闇・生活習慣を対象に行な

われていた「同イヒ」が，最終的には身体や地

理的IR分を解消することにまで拡大されるの

である。

2点目は， f保護j 論と「誠亡」（危倶〉論

のすれ違いである。「滅亡」（危慎〉論者は北

海道！日土人保護法制定当時の「誠亡」を「救

済J する議論の認識からほとんど前進してい

ないから，レコードの針飛びのごとく繰り返

しアイヌ人口の増減を確認するすることで

「滅亡」に向かっているか否かを把揮しよう

とする。これに対し「保護」論者は，人口の

増減は主として統計上の問題であり，それよ

りはアイヌを「教イヒ」していかなる方向へ進

ませるかに議論の重点を置く，というように，

両者の認識はなかなか噛み合わない。

3点目は， 1・2点目と関わることである

が，少なくとも戦前においては「誠亡」と「同

イヒ」は論者によっては別の意味で語られてい

たことである。「滅亡」危倶論者の心配は，彼

らの「院に見える」〈数えられる〉アイヌの減
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少と「自に見える」範囲の生活困窮から生じ

ている。これに対し，「同化」：「滅亡」と解

釈されることを恐れた「向イL論者は，「自に

見えなくなるJ ことこそが「融合J であると

翻訳する。そして「自に見える」部分での「融

合」を促進するために，人種的特徴や居住区

分を見えなくするようにするのである。

4点目は，少数ながら脈々と存在し続けた

「学問上の必要性」からの「保存」論である。

ぐ保存」は「同化J に類する言葉とは一見正

反対であるが，「同化政策Jのネガとして現れ

た補完的思想である。これに関しては，「種族」

の「滅亡J と「文イんの「保存Jが切り離し

て考えられるようになり，後者を博物館で「保

存」するという案が徐々に考察に登ることに

なる。それが戦後「向イヒ」と「滅亡」が癒着

して語られるようになる一方で，「文化」資料

は別物として扱うというように矛居を解消し

ようとする方向に働くものと筆者は考えてい

る。

3. 「同イヒ」言説批判

「誠びゆく」言説が戦後しばらくは圧倒的

に罷勢だったことは別の場所で述べたが（東

村 1995），それではこのような決め付けに対

しどのような批判が可能か，前主主までの整理

をもとに二つの側面から考察したい。ひとつ

は民族的境界線の設定と解消という視点であ

り， もうひとつは「問イヒ」の「主体」／「客体」

というこ分法の批判的検討である

まずは民族的境界線8）としづ枠組みであ

る。この概念を措定した場合，対アイヌ民族

政策における「同イヒ」のプロセスは，政策対

象を限定する境界線を規定した後，その「閤

い込み」を解くため必要な施策を行なうこと，

6 

と言い換えることができる。

2節での言説から，「同化政策」の働きかけ

の対象となった要素を分類すると，①生活摸

式（言語・文化合む〉，②身体（人種的特散〉，

③地理的空間（特定の居住地〉，④民族意識，

の4つの次元に分けられよう。このうち①

～③は和人（日本人〉側が可視的に識別して

いる境界線である。さて，当初は主として①

と④の次元に集中して行なわれてきた「教イL

「向イL，すなわちアイヌプリ（習噴・風習〉を

排（廃〉し，日本語を教え，「良き臼本人」に

なるようにと吹き込んで、きた政策指導が， 30

年代には②と③の分野にも拡大される。①と

④を解消しさえすれば境界線はなくなるはず

だった，その時点で「民族問題」から「社会

経済問題」一般に転換したはずだったのに，

それでは済まなかった，そうでもしなければ

「同化」が遂行できなかったことになる。こ

れは結果的には，「誰が見ても分るものだけは

Fアイヌ』の旧土人の方で、取扱ふ」の裏返し

「混住」「混血」によって「誰が見てもわから

ない」ようにしなければ和人（日本人〉のア

イヌに対する異民族意識（境界線〉の解消を

果たせないという認識にいたったということ

を意味する。こうなると読者は「同化政策」

の当初の趣旨が倒錯してしまっていることに

気付くであろう。すなわち，「劣っている」ア

イヌを「改変」するのではなく，「アイヌ j と

認知すれば「劣っている」と見てしてしまう

から，見えなくしてしまうのである。たとえ

ば最初から①のレベルで、「同化」は「完了」

するというような合意形成がなされていれば

話は違ったかもしれない。それが②③へと拡

大して自分の視覚のみが突出して重要視され

る傾向が強まったとき，認知基準は大きく「動

揺」し，あやしくなる。「同イLの一貫した論



理がないからである9）。そして見た自で判断

するという基準そのもののあやうさーーしか

も基準の要件も状況に応じて変容する一一ゆ

えに，誰が「客観的」に判断できるのかとい

う問題は常に付きまとう。

しかしながら，仮に①②③のレベルで、見分

けがつかなくなったとしたら，「開化」は「完

了Jしたといえるのか。喜多の考えはそうだっ

た。被からすれば，アイヌは「混血し，同化

してシサムに進化」（喜多（紅洋生）1934 : 85) 

するのであり，東京などに流出して「融合」

していった人間はもはや「アイヌJではなく，

そのような人間たちが後年「アイヌ」を名乗

るようになるなど理解の範囲を越えたこと

だったに違いなし，JO）。しかし④のレベノレは和

人（日本人〉の側からはいわば「ブラックボッ

クス」であるから，視覚的な部分で「同イヒJ

をまっとうし，それをもって④の部分も「同

化」されたという論法を取るしかないのであ

る。次のような強力な発話に出会ったとき，

喜多のような論者にはもはや対抗する手持ち

のカードはない。

私の現在の在り様から言えば，

仰，風俗習噴そのほか各種の文化内容の全

部もしくは大部を共有」するのは，＜呂本

族＞とである。そして，「向ーの歴史と伝統

と運命Jを「共有」するのは，＜異族＞とも＜

日本族＞とも双方であり，さらには「“われ

われ”という共通の集団帰属感情」を＜呉

A B 

図 l
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族＞とだけ「共有J する。この事実は，私

が，そして＜異族＞が，「同一性J~ど失い，＜

日本族＞への＜同族＞化がゴールに近づき

つつあることを示している，と言えるかも

しれない。そうだとすれば，私は＜異族＞

の「民族性」を喪失しつつ，＜日本畏族＞の

「民族性」を獲得しつつある者ということ

になるだろう。冗談ではない，と＜奥族＞

はここで言わねばならない，どうしても拒

否せねばならない。（佐々木 1972• 62) II) 

このようにアイヌの側から「向化J の拒否

されるとき，ここまでの境界線の設定

と解消が和人（臼本人〉倒の「論理」でしか

なく，境界線の形成と維持は相互作用的なも

の したがって片方から一方的には決めら

れなし、ーーという Barth本来の民族的境界

線の議論（Barthl969）とも呼応することにな

る12）。

とはいえ，実擦問題としてはなかなか佐々

木島雄のようには発話しにくい理由は，「存在

は意識を規定する」としづ影響力の他に，「開

化政策」に関わる境界線の設定のされ方自体

にある。 A/Bニつの集団があって，その区分

がなくなるとき，メノレティングポット〈融合〉

理論ではCとなることもありうるのに， A+

B→Aとみなされるのは， AがBなとり臨み

「同化吸収J していく「主体」として規定さ

れるからである。つまり AとBは図 lのよう

に対称な関係にあるのではなく，鴎 2のよう

A 

「1
図2



対アイヌ民族政策における「同化J のレトリック

にAが全体集合， Bはその部分集合として扱

われる 13）。要するにこれまでの政策論の議論

の前提は基本的に，和人（日本人〉はアイヌ

をとり臨んで「同化」する「主体J であり，

アイヌは「問イんされる「客体」とし、う通念

に基づくものであった。「主体」と「客体」は

それほど回定的にニ分されているのだろう

か，「主体J的に「伺イじするとはし、かなること

かを掘り下げて考えてみるのがもう一つの突

破口である。

「問イヒ」する「主体」の開題点をわかりや

すくするために，もうひとつ別の例を511,、て

こよう。後藤新平は「日本民族J を「その強

大なる撰取力に於て吸収力に於て，阻鴨力に

於て，同化力に於て，特に皇室を中心として

の有機的結合性に於て，最高最貴の光輝と権

威とを有するものであるJと自踊岳賛し，「我

が国の文化は殆んど西欧のそれを吸収し同化

したものであるが，今や却ってその弊に堪へ

ぬ観があるほどである。然し余は楽観してい

る。日本民族は決して同化される民族ではな

くして，彼を開化する民族である」と主張す

るのである〈後藤 1924: 10）。この例では鵜館

氏が指摘したとおりのなまなましいまでの

「同イんの生理学的合意が読み取れるが，論

点は二つある。ひとつは，「文化」は「同化吸

収J できるものだとしても，「民族」〔人間集

部）に対しても同じ意味でそれがし、えるかと

いうこと，もうひとつは，後藤の例にある「日

本民族J を「アイヌ民族」に，「西欧文化」を

「日本文化」に置き換えて主張することは可

能かということである。

前者から検討すると， 2節で紹介したよう

に，アイヌが「日本民族のなかに開化吸収せ

られ」としづ記述例が見られたわけだが，「文

化」にせよ「民族」にせよ「吸収」して「違和
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感」を消失させてしまうことはどのようにし

て可能なのか？ 「文化」においては換骨奪

胎を「向化吸収」と読みかえることは可能か

もしれないが，適応不可能なものはやはり除

外されてしまうだろう。それが異民族の場合

は「吸収Jできなかったものは，「敗残者の吹

溜り」（奥山 1979. 14）のごとき表現で，「吸

収Jする「主体J側の責任ではなく，「吸収」

されそこなった側の問題で、あるかのように語

られたりする。そうであれば，「主体」倶uの責

任において異民族の「同化吸収」をまっとう

することは不可能な場合があり，「客体」が拒

否したときには「同化吸収」は「消化不良」

となる。やはり「文化」と「民族」の「同イん

を同じ内容として論ずるには無理があるので

ある。

後者については，アイヌが「日本文化J を

「主体的j に「同化」したと主張することに

は，主／客二分法に知るかぎり，いささか強弁

に開こえることは苔めない。「アフリカ人・ア

ルジエリア人・インド人・朝鮮民族・アイヌ

民族・アメリカ先住民などが強制された状況

と，日本がたどった道程とはあまりにもかけ

離れていて，比較の対象にさえならない」（小

坂井 1996: 156）と指摘されているとおりで

あり，後藤のように「余は楽観しているJ な

どと述べえたアイヌはおそらく皆無であろ

う。しかし，佐々木昌雄のように発話する「主

体」の「文化」は何かという視点から検討し

てみるとき，そもそも「文イL はどういう単

位で区切ることができるのかとし、う疑問が生

じてくるだろう。それは同時に「臼本民族」の

みが「主体性」を保って異「文化Jを「同化吸収」

できた，という言説の足場を掘り崩し，主／客

ニ分法的な認識が前提として正しいのかとい

う論点を切り開くことにもなる。



実は，論理的には，アイヌが「客体」では

なくて「主体」としてもみなされうるという

論拠は，「開イヒ」論と「誠亡」〈危倶〉論の組

離からも導きだせる。前者においては和人（臼

本人〉はアイヌ民族を「保護」し「向上J さ

せるべきであると唱えるのに対し，後者は「保

の不十分さによって，あるいは「保護」

してもアイヌは「誠びゆく」のではなし、かと

考える。この対立構騒を打破するため，すな

わち「誠亡」論者への対抗上喜多は「融合」

論を持ち出すのであるが，彼の論理では「融

合」しつつある「主体J は和人（日本人〉で

もありアイヌでもあるO というようにここで

は主／客の二分法は解、出されてしまうのであ

る。喜多の誤算は，「融合」の「完了j＝「自

に見えなくなること」によって「主体J の区

分がなくなり，「アイヌ」と名乗る存在根拠は

喪失されると考えたところにあるわけだが，

上に述べたように，それは単に彼の側から見

て区分がつかなくなったというだけのこと

で，アイヌと名乗る「主体」自身が喪失され

たことを伺ら証明するものではなし、。

7支の図式を使っていえば， Aが設定した

「囲い込み」のくびきを逃れ（日常的には，

「差別を逃れるために故郷を離れたJ とし、っ

た表現になる〉た後， Bであるとの名乗り／沈

黙の権利は保留されているという言い方もで

きる。移住した地で改めてBを名乗るとき，

Aが設定したくびきとしてではない別タイプ

のまとまり 14）が新たに創出されることもあ

るので、ある。

4.論理的破綻

文化人類学者（民族学者〉の聞では周知の

ように， 1989年にいたって臼本民族学会は次
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のような声明を出す。

民族学，文化人類学の分野における，

本的な綾念のひとつは「民族」である。こ

の「民族」の規定にあたっては，

｛谷，慣習その他の文化的伝統に加えて，人

びとの主体的な帰属意識の存在が重要な要

件であり，この意識が人びとの簡に存在す

るとき，この人びとは独立した民族とみな

される。アイヌの人びとの場合札主体的

な帰属意識がある限りにおいて，独自の民

族として認、識されなければならない。

アイヌ民族がこれまでに形成発展させて

きた民族文化も，この観点から十分に尊重

されなければならない。また一般的に，民

族文化は常に変化するという基本的特質を

持つが，特に明治以降大きな変貌を強いら

れたアイヌ毘族文化が，あたかも滅びゆく

文化であるかのようにしばしば誤解されて

きたことは，民族文化への基本認識の誤り

にもとづくものであった。（日本民族学会研

究倫理委員会 1989)

「研究倫理委員会」の名称が示していると

おり，この声明全体は過去の「アイヌ研究」

のあり方の反省に基づく檎理的色彩の濃いも

のであるが，単にそれだけにとどまるもので

もない。本稿で検討してきた文厳に置いてみ

ると，「民族としてはもはや存在しな＼.，＇ J論の

破綻を研究者は認めざるをえなかった，とい

うことである。

むろん学会の声明と政府の見解は別である

という言い方はできるし（実際には 97年に

なって「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝

統等に関する知識の普及及び啓発に関する法

律J が制定されたが〉，（見た白でわからなく



対アイヌ民族政策における「同イヒ」のレトリック

なっTこのに〉“いまさらアイヌとカ山、ってどう

なる”というような意識はアイヌ／和人〔日本

人〉双方の側に存在する。しかしその社会意

識のくびきを乗り越えて発話した人間を論破

できるほどの根拠が，少なくとも現時点では

存在しないこともまた明らかである。

結局一個人にせよ一民族にぜよ，その同一

性，連続性を保証するものは何かとし、う決定

版的定義は非常に難しい。逆に同一性・連続

性がない，消誠したということを論証するこ

ともまた困難である。少なくとも，これまで

自分の同一性を不問にしてマイノリティの同

一／不同一性のみを論ずる立場にあると信じ

込んできたマジョザティ側の論理が問い返さ

れたとき，その立脚点のあやうさが暴露され

るのである。

5. おわりに

最初にお断わりしたように，この小論の目

的は「同化」や「同化政策」の実態を検討す

るところにあったのではない。その部分の基

礎的な認識については「歴史家の上前をはね

るJl5）形になっている。本稿でははしょった

新聞雑誌記事や学術分野での言説を含めた総

合的な分析も必要とされるだろう。そのため

の簡単な足掛かりを示したにすぎない。が，

それでもこれまでの研究が明示的・論理的に

は十分示してこなかった，「向化」の論理その

ものに内告された矛盾を突いてみたつもりで

ある。すなわち「同イヒ」の目標とされる中身

も認知基準も変容し，一貫した方針などな

かったこと，そして「問化」の「主体J／「客

体」とし、うニ分法的発想は破綻してしまうこ

とである。

ただ，いくつか不備な点は残っている。ひ

とつは，本稿では言説に絞って展痛を意顕し

た批判が，実際は実態認識にも及んでしまっ

ている。言説分析にとどめて精激化するか，

あるいは実態分析により踏む込むかという方

法論上の問題である。

ふたつめは，鵜飼氏の言葉として引用した

「民族を一つの生物＝有機体としてなぞらえ

る思想」そのものについては掘り下げられて

はいないことであるO 「滅びゆく j言説などは

まさしくこのような思想を下敷きにしている

と思われるが，「民族」の「生成流転」はどの

ようにして行なわれると考えられていたの

か，小熊氏が問題としたような領域との連関

も分析する必要があろう。

また，主／客二分法が有効でないとすれば，

アイヌ民族と和人（日本人〉に関わる領域に

ついてどのような叙述が可能なのかという関

いも当然生まれるだろう。その関いに答える

だけの方法論を筆者は今のところ持ちあわせ

ていないといわざるをえない。今後の課題で

ある。

付記

引用文献の！日漢字は原則として新漢字に改

めてある。

、ま

l〕本稿では意識的に和人（日本人〉の表記を採用

する。アイヌと対になる呼称としては和人が用い

られることが多く，事実筆者もこれまでそうして

きたが，後述のごとくアイヌの「問イヒ」の行き先

が「日本人」とされてきたように，アイヌを「伺

イヒ」させる「主体」の側のアイデンティティのあ

いまいさを表現したいがためで、ある。

2）この点で，対アイヌ民族政策は和人〔臼本人〕

社会からの視線も念頭において計画実行されたと

- 10 



いうことを想起しておく必芸きがある。というか，

和人（日本人〉額~からの戸に対応する方が行政と

してはむしろ主目的と考えることもできるのでは

ないか。その視点、を強調するために本稿で、は基本

的にアイヌ側の言説を分析対象から外している。

3）この場合ひとつ問題となるのは，「同化Jのレト

ヲックと実態の解離をどのように認、識するかとい

うことである。たとえば，差別撤廃のために，あ

るいはアイヌの生活」二の必要のために「同化」遂

行方、、かに人道主義的に主主要かということがうた

われていたにしても，実捺の政策展開はそのよう

なものとは程遠い百］能性もあるわけである。いわ

ば建前と本音の宣言いといってもいい。しかしなが

ら本稿においては，「間化」のレトリッ flI::の矛盾

を指織するだけでト分であると2医者は考えるの

で，そのような笑設的な作業についてはさしあた

り歴史学の分野での仕事な前提としている。

4）第 13I司常国談会 (1899年〉「北海道出土人保護

法案」に関する質疑における政府委員自仁武の答

弁。なお本総で使用する手伝国議会議事録の引用は

すべて（北海道ウタヲ協会 1989）による。

5）沙流川一帯をアイヌが自由に使え和人と没交渉

にするような土地として設定するよう小凶が主張

したのを受けて，山川iカ氏は「民族自主化自立化

への…つの発想として，資設な主張であろう」（ill

Jll 1995 : 24〕とするが，このような手放しともい

える肯定的評悩には筆者は向怒しない。

6）小川氏は，その理由として「根強いアイヌの伝

統窓識や医長室な言論活動を前にしたシャモがもち

だしたもの」としているが（小Jll1995〕，この見解

については筆者は判読！？を留保し，注（2）の視点を強

調する方向で手まえてみたい。

7) アイヌと交流のあった研究者としては審問貞さ

が，北海道のアイヌと「日本民族J の室長は血液の

「混合致の波淡の別があるのみ」とし，北海道の

アイヌもかつての東北のアイヌと同じように「同

化融合」していくだろうと 1921年には述べている

〈喜田 192Do後述する喜多主主切の発想は義自の

それとよく似ているが，喜多がどれだけ喜聞の影

響を受けているのかは筆者は磯認していなし、。

8）本稿では論じられないが，境界線にかかわって
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もう 1点考察されなければならない伺いは，境界

線の「こちら叙I］」と「向こうii!しでは何が起きて

いるか，である。和人（日本人〉の側からみれば，

アイヌを「同化Jさせるにあたってのそデノレ像「あ

るべき日本人・日本文イヒ」が考案されたこと（た

とえアイヌプリとみなされるものを失ったとして

も「できの怒い日本人」では「同化」したとは認

知されない。その「できの悪さJ が直ちにアイヌ

プリに：！話せられるから），その「できの怒い臼本人」

を切り捨ててし、く作業の中に，対象として都市貧

民や特定の病者（ハンセン病怠者など〉が含まれ

ていたことも，今後上七絞考察される必姿があるよ

うに思われる。また，対アイヌの民族境界線が強

調されることによって，和人〔日本人〉鈎の差異

に泌する区分が忘却されるとし、う機能をも考慮に

入れておいたほうがよいだろう。

9〕実証的な5命誌を必要とはするものの，ここまで

見てきたかぎり，対アイヌ民族政策にどれほどの

首尾一貫伎があったかどうかはいささか疑わし

い。日本の粉鮮支配をめぐってではあるが，イ・

ヨンスク氏が「言語『政策sではなく，政策以前

のたんなる言語 r暴力J であったというほうが真

相に近いかもしれないj （イ 1996: 251 2）と述べ

ているのは示唆的である。もちろん一貫性がなく

ても暴力的に作用することは十分ありうるし（東

村 1996），その暴力を免~するつもワはない。

10）喜多は 1976年になってこう述べている。「近頃，

どうもおかしいことをやるもので，黙っていれば

わからないやつを，東京に北海道ウタリ協会東京

支部というのがある〔東京ウタヲ会，現在の関東

ウタワ会のまちがし、：筆者注）……そんなにレッ

テノレをあげ，表；絞をあげていくと，ますます向化

の部に潜ができていくということで，私はあれに

は余り感心しませんJ 〈帯広百年記念館綴 1991

68)0 

11）佐々木活必i：は 1974年に突然筆を折るので，彼の

ような主張が復権運動の主流であったとはし、し、が

たい。それでもなお，その斬新でラディカノレな論

理は大きなイ、ノパクトを与えたものと筆者ーは考え

ている。

12）このことは「民族」の定義をめぐる「主観」と



対アイヌ民族政策における「同化」のレトリック

「客観」のアポリアでもある。つまり，和人（日

本人〉が「客観的」指標でアイヌの「同化」を測

定しようとしても，それは視覚に車買っているとい

う点で，きわめて「主観」的である。そしてアイ

ヌ自身の「主観」は澱定されていない。

13）注（1）とかかわるが，この図式では， A〔日本人〉

の全体集会から8 〔アイヌ〉を差しヲ｜し、た部分は

A （行本人〕なのか，あるいは別の何か（和人〕

なのかという疑問が生ずるだろう。ここでは論ず

る準備がないので他日を期したい。

14）このまとまりをもう少し具体的にいうとこうい

うことである。元の居住地を離れた流出者は，北

海道内では札幌や苫小牧，道外では東京といった

都市部に集まる傾向があった。そこで、新たに北海

道ウタワ協会の支部や注(1的のようなグノレープが結

成されたりする。それは従来のような地域集団的

コミュニティではないが，かといってアイヌの団

体として実体がないものでもない。

15）この表現は（上野 1996 9）から拝借した。
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